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    村政だより 
春のうららかな陽射しが心地よい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。 

村政だよりでは、村民の皆さんに身近な情報や村の補助事業などをお知らせします。ぜひ最後までご覧ください。 

奥原村長と話そうかい（会）始めます！ 

村では、多くの村民の皆様のご意見や想いを村の施策に反映させるため、村民の皆様と村長が懇談する場を

増やしていきたいと考えています。 

そこで、「村長と〇〇のことで意見交換したい」「〇〇の現場をみて現状を伝えたい」「名前は知ってるけ

ど会ったことがないので話してみたい」など希望される場合は、どんなテーマでも結構ですので懇談の場を設

けさせていただきます。 

令和７年 4 月から始めますので、懇談を希望される場合は、役場総務課企画財政係☏36-2001 までご連絡く

ださい。 

・個人、サークル、団体どなたでも申し込み可能ですが、個人の場合はできる限り複数人でお申し込みくだ

さい。 

・懇談場所は、村長室、村内施設、現場どちらでも可能です。 

・必要に応じ担当職員が同席させていただく場合があります。 

・村長日程により、懇談日時を調整させていただく場合があります。 

【お問合せ先】 総務課 企画財政係 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

村内公共交通に関するお知らせ 
いつも公共交通をご利用いただきありがとうございます。村から公共交通について３点お知らせです。 

①買い物バスの運行について 

令和６年度、運行を行っていた買い物バスですが、試行運行の結果、利用者が見込めない状況であったた

め、令和７年４月１日以降は運行を行いません。買い物バスをご利用いただいた皆様、ご利用いただきあり

がとうございました。令和７年度はデマンドタクシーの拡充を行う予定ですのでデマンドタクシーをぜひご

利用ください。 

②菅線のダイヤ変更について 

令和７年４月１日から菅線のダイヤが変更となります。詳しくは、3 月 13 日の各戸配布でお配りした時刻

表をご確認ください。 

③夏ダイヤへの変更について 

４月１日より、平日便（小木曽線）、休日便が夏ダイヤとなります。 

ご利用される方は、お間違えのないようご乗車ください。 

④広域路線バスについて 

従来、福祉タクシーで木祖村～木曽病院間を運行していましたが 9 月末で運行が終了します。福祉タクシ

ーに代わり、１０月１日から広域路線バスの運行を開始します。 

役場前バス停を出発点とし、終点木曽病院まで日義地区、福島地区を通って運行を行います。平日は１日

４往復、休日は３往復の運行が決まっています。 

  具体的なダイヤは今後の会議で決まってきます。情報がわかり次第、広報や村政便りを通じてお伝えして

いきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

【お問合せ先】 総務課 企画財政係 
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リサイクル倉庫はルールを守って使用してください！ 

リサイクル可能な紙類、衣類などをもう一度資源として利用する

ため、各区にリサイクル倉庫を設置しておりますが、指定以外のも

のを搬入する「不法投棄」が見受けられます。 

リサイクル倉庫を利用する他の方々のご迷惑となりますので、下

記のもの以外は絶対に搬入しないでください。ルールを守って誰も

が気持ちよく使えるようご協力をお願いします。 

 

出せるもの 出し方 注意点 

新聞紙 紐などでまとめる チラシは分ける 

その他紙類 

（雑誌、チラシ、書籍など） 

紐などでまとめる アルバムは× 

段ボール 畳んで紐などでまとめる 緩衝材などは取り除く 

紙製飲料パック 洗って開いて乾かしたものを

紐などでまとめる 

裏が白いもののみ 

古着、古布 ポリ袋など大きめの袋にまと

める 

布団やカーペットなどは× 

 

※飲料びん、ペットボトル、蛍光管、食品トレイについては、毎月第 2 土曜日（7 月は第 3 土曜日）の午前 8

時～9 時に各地区指定の場所でリサイクル回収を行っています。 

回収場所や詳しいルールについては、下記係までお問い合わせください。 

【お問合せ先】 住民福祉課 住民係 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

木曽クリーンセンター リサイクルストックヤードをご利用ください！ 

木曽クリーンセンターでは、リサイクルストックヤードにて、一般家庭の方を対象にリサイクル品の持込み

回収を行っています。木曽郡内の住民の方ならどなたでも無料でご利用いただけます。  

※事業所は対象外です。 

○回収品目 

・紙類（新聞紙、雑誌、チラシ、段ボールなど） 

・小型家電（電気や電池で動く電子・電気機器） 

 例)掃除機、扇風機、電子レンジ、ヘアドライヤー、パソコン、ゲーム機など 

 ※テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機などの家電リサイクル法の対象品目は対象外 

・乾電池、蛍光管 

○営業日時    平日 午前８時 30 分～午後４時 30 分 

○所在地     木曽町福島 7720 番地 旧クリーンセンター跡地 

【お問合せ先】 木曽クリーンセンター ☏24-3131 

 

 

 

リサイクル倉庫に実際に捨てられていたもの 
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藪原駅ダイヤ改正について 

JR 東海のダイヤ改正に伴い、3 月 15 日（土）より、藪原駅の電車の発車時刻等が変更となりました。 

ご利用の際は、お間違えのないようご確認をお願いいたします。 

 

●中津川方面行                       ●松本方面行 

 13:40→13:23（17 分早）                   15:51→15:46（５分早） 

 こちらの電車は２番線ホームの発着に変更となりました。 

 

★藪原駅では全国の JR の乗車券・特急券・指定席券、通勤通学用の定期券をお買い求めいただけます。駅の

無人化防止のため、JR ご利用の際は藪原駅での切符購入にご協力をよろしくお願いします。 

 

【藪原駅営業時間】 AM7:10～PM3:50（11:40～12:40 は駅員不在となります。） 

【お問合せ先】藪原駅 36-2044、（一社）木祖村観光協会 36-2543 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

幸せテラスまめのわ 夜間のご利用について 

 しあわせテラスまめのわは、令和 7 年 4 月 1 日から、夜間の管理体制を強化するため、正面玄関を午後５時

30 分以降施錠いたします。 

 会議室やフィットネスルームはこれまでどおり、午後９時まで使用可能です。 

 午後５時 30 分～午後９時の間は、北側出入口（社会体育館側）を使用してください。

入退館の際には、管理人室のカウンターにて、使用簿のご記入をお願いします。 

 ご不明な点については、下記係までお問い合わせください。 

【お問合せ先】住民福祉課 福祉係 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

『お・や・すミーティング』の紹介・メンバー募集 

はじまりはＲ３.４月      令和 7 年度は５年目    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年度も、やってみたいコト・やってみたいヒト 募集しています。 

※お・や・すミーティングの詳細・活動内容は HP で見られます。  

 

どんな団体なの？ 

木祖村が好きな人。木祖村を楽しくしたい人。 

木祖村で過ごす未来を考えたり、語ったりする。 

あったらいいな。やってみたいな。の想いをカタチにする

人。手助けする人。 

そんなメンバーの集まりです。 

どんな活動をしているの？ 

「やりたい」ことの応援。木祖村の魅力発信。 

関係人口を増やすため、村内外交流の場となるようなことや場所づくり。 

メンバーでわいわい話し合って「やってみたい」「あったらいいな」をできることからやってみる。 
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毎月 11 日は信州あいさつ運動の日。 

木祖村でも、毎月 1 回、小中学校玄関前で実施中！  

どなたでも参加可能。皆さんも参加してみませんか。子ども達から元気がいただけます。子ども達に元気を

届けられます。 

内容はいたって簡単。登校する子ども達へ「おはようございます」と一言の

あいさつを。 

当面の予定日をお知らせします。 

  期日：4 月 11 日（金） ・5 月 9 日（金） ・6 月 11 日（水） 

時間：中学校 7:00～ 小学校 7:30～ 

中学校、小学校の玄関前に集合してください。お待ちしています。 

【お問合せ先】 教育委員会事務局 ☏36-3348 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

生活改善の見直しについて 

これまで村では、社会の動向・経済状況にあわせ温かい気持ちは大切にしながら生活を改善しようという趣

旨で生活改善活動を推進してきました。 

 コロナ禍以降、新しい生活様式に加え、冠婚葬祭の行い方にも変化が出てきました。 

 このような社会情勢にあわせ、昨年 10 月に開催いたしました行政懇談会の際にも住民のみなさんからご意

見をいただき、「おおむね村内に浸透してきている」、「家庭、個人のライフスタイルに違いがあるので廃止

の方向でよいのでは」、「生活改善の趣旨は大切にしていきたい。」とのご意見をいただきました。 

村として、今後の生活改善活動について、検討し下記のとおりといたしますので、ご理解とご協力をお願い

いたします。 

 

生活改善活動の見直し内容 

生活改善要項について、令和７年３月３１日をもって廃止することとします。 

 

 

 

 

 

※これまで葬祭業者において、葬儀の礼状を印刷した際に「木祖村生活改善要項により執り行いました。」等

の記載となっておりましたが、今回の見直しに伴い、礼状文面に記載を希望する場合は、「生活改善の趣旨に

より執り行いました。」等の表記に変更するよう郡内葬祭業者に村からお知らせします。 

【お問合せ先】 教育委員会事務局 ☏36-3348 

木祖村役場 

〒399-6201長野県木曽郡木祖村薮原 1191番地 1  ☎：36-2001 FAX：36-3344  

①これまでの生活改善活動の取り組みや趣旨は尊重していくが、村全体として統一した推奨や

申し合わせ事項は廃止します。 

②葬儀次第・訃報の配布、礼状ハガキの販売、村ホームページへのテンプレート掲載を廃止し

ます。 


